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○
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第 

 
 

号 
 

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六

年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方

針
（
令
和
六
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

名 
 

 

国
土
交
通
大
臣 

名 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

第
二 

低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す

る
事
項 

一 

（
略
） 

第
二 

低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す

る
事
項 

一 

（
略
） 
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二 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
か
つ
低
廉
な
供
給
を
確
保

し
つ
つ
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行

を
図
る
た
め
に
重
点
的
に
実
施
す
べ
き
低
炭
素
水
素

等
供
給
等
事
業
の
内
容
及
び
実
施
方
法
に
関
す
る
事

項 

Ｇ
Ｘ
の
実
現
に
向
け
、
我
が
国
で
は
、
Ｇ
Ｘ
経
済

移
行
債
を
創
設
し
、
Ｇ
Ｘ
経
済
移
行
債
の
資
金
の
使

途
に
つ
い
て
は
、
「
規
制
・
制
度
的
措
置
と
一
体
的

に
講
じ
て
い
く
」
こ
と
に
加
え
、
「
民
間
の
み
で
は

投
資
判
断
が
真
に
困
難
な
案
件
で
あ
っ
て
、
産
業
競

争
力
強
化
・
経
済
成
長
及
び
排
出
削
減
の
い
ず
れ
の

二 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
か
つ
低
廉
な
供
給
を
確
保

し
つ
つ
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行

を
図
る
た
め
に
重
点
的
に
実
施
す
べ
き
低
炭
素
水
素

等
供
給
等
事
業
の
内
容
及
び
実
施
方
法
に
関
す
る
事

項 

Ｇ
Ｘ
の
実
現
に
向
け
、
我
が
国
で
は
、
Ｇ
Ｘ
経
済

移
行
債
を
創
設
し
、
Ｇ
Ｘ
経
済
移
行
債
の
資
金
の
使

途
に
つ
い
て
は
、
「
規
制
・
制
度
的
措
置
と
一
体
的

に
講
じ
て
い
く
」
こ
と
に
加
え
、
「
民
間
の
み
で
は

投
資
判
断
が
真
に
困
難
な
案
件
で
あ
っ
て
、
産
業
競

争
力
強
化
・
経
済
成
長
及
び
排
出
削
減
の
い
ず
れ
の
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実
現
に
も
貢
献
す
る
分
野
へ
の
投
資
を
対
象
と
す

る
。
」
と
い
う
国
に
よ
る
投
資
促
進
策
の
基
本
原
則

を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
状
、
低
炭
素
水
素
等

の
価
格
が
化
石
燃
料
に
比
し
て
高
い
た
め
に
、
利
用

側
は
大
規
模
な
投
資
に
踏
み
切
れ
ず
、
供
給
側
も
利

用
側
が
大
規
模
か
つ
強
靭
な
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の

構
築
に
踏
み
出
せ
な
い
ゆ
え
、
低
廉
な
低
炭
素
水
素

等
が
供
給
さ
れ
な
い
現
状
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況

を
打
破
す
べ
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
か
つ
低
廉

な
供
給
の
確
保
を
大
前
提
に
、
Ｇ
Ｘ
の
実
現
に
向
け

て
、
法
第
十
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
資
金
に
充
て

実
現
に
も
貢
献
す
る
分
野
へ
の
投
資
を
対
象
と
す

る
。
」
と
い
う
国
に
よ
る
投
資
促
進
策
の
基
本
原
則

を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
状
、
低
炭
素
水
素
等

の
価
格
が
化
石
燃
料
に
比
し
て
高
い
た
め
に
、
利
用

側
は
大
規
模
な
投
資
に
踏
み
切
れ
ず
、
供
給
側
も
利

用
側
が
大
規
模
か
つ
強
靭
な
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の

構
築
に
踏
み
出
せ
な
い
ゆ
え
、
低
廉
な
低
炭
素
水
素

等
が
供
給
さ
れ
な
い
現
状
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況

を
打
破
す
べ
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
か
つ
低
廉

な
供
給
の
確
保
を
大
前
提
に
、
Ｇ
Ｘ
の
実
現
に
向
け

て
、
法
第
十
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
資
金
に
充
て
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る
た
め
の
助
成
金
の
交
付
（
以
下
「
価
格
差
に
着
目

し
た
支
援
」
と
い
う
。
）
及
び
同
号
ロ
に
規
定
す
る

資
金
に
充
て
る
た
め
の
助
成
金
の
交
付
（
以
下
「
拠

点
整
備
支
援
」
と
い
う
。
）
と
い
っ
た
支
援
措
置
を

講
ず
る
。 

１ 

低
炭
素
水
素
等
供
給
等
事
業
の
内
容 

低
炭
素
水
素
等
供
給
等
事
業
の
内
容
は
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
、
す
な
わ
ち
、
安
全
性
、
安
定
供
給
、
環

境
適
合
性
及
び
経
済
効
率
性
の
観
点
並
び
に
Ｇ
Ｘ
政

策
、
す
な
わ
ち
、
脱
炭
素
化
及
び
産
業
競
争
力
の
強

化
・
経
済
成
長
の
両
立
の
観
点
か
ら
、
次
の
項
目
に

る
た
め
の
助
成
金
の
交
付
（
以
下
「
価
格
差
に
着
目

し
た
支
援
」
と
い
う
。
）
及
び
同
号
ロ
に
規
定
す
る

資
金
に
充
て
る
た
め
の
助
成
金
の
交
付
（
以
下
「
拠

点
整
備
支
援
」
と
い
う
。
）
と
い
っ
た
支
援
措
置
を

講
ず
る
。 

（
新
設
） 
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照
ら
し
て
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。 

⑴ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策 

① 
安
全
性 

安
全
に
関
す
る
法
令
に
係
る
許
認
可
等
を
取

得
す
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
。 

② 

安
定
供
給 

イ 

発
電
な
ど
に
向
け
大
規
模
に
供
給
す
る
場

合
、
我
が
国
企
業
に
よ
る
上
流
権
益
へ
の
参

入
が
な
さ
れ
て
お
り
、
価
格
が
安
定
し
て
い

る
こ
と
。 

ロ 

低
炭
素
水
素
等
を
輸
入
す
る
相
手
国
の
地
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政
学
的
リ
ス
ク
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

特
定
の
国
に
依
存
し
な
い
、
強
靱
で
信
頼

性
の
あ
る
低
炭
素
水
素
等
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ

ー
ン
を
構
築
す
る
こ
と
。 

③ 

環
境
適
合
性 

計
画
に
お
い
て
供
給
さ
れ
る
水
素
等
が
低
炭

素
水
素
等
で
あ
る
こ
と
。 

④ 

経
済
効
率
性 

イ 

経
済
的
か
つ
合
理
的
な
方
法
で
脱
炭
素
化

に
資
す
る
資
源
を
活
用
す
る
こ
と
。 

ロ 

発
電
な
ど
に
向
け
大
規
模
に
供
給
す
る
場
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合
、
我
が
国
企
業
に
よ
る
上
流
権
益
へ
の
参

入
が
な
さ
れ
て
お
り
、
価
格
が
安
定
し
て
い

る
こ
と
。 

⑵ 

Ｇ
Ｘ
政
策 

① 

産
業
競
争
力
の
強
化
・
経
済
成
長 

低
炭
素
水
素
等
供
給
事
業
及
び
低
炭
素
水
素

等
利
用
事
業
の
双
方
に
お
い
て
、
我
が
国
産
業

の
国
際
競
争
力
の
強
化
に
寄
与
す
る
こ
と
。 

② 

脱
炭
素
化 

国
内
で
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
削
減
に
寄
与

す
る
こ
と
。 
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２ 

低
炭
素
水
素
等
供
給
等
事
業
の
実
施
方
法 

低
炭
素
水
素
等
供
給
等
事
業
の
実
施
方
法
は
、
低

炭
素
水
素
等
供
給
等
事
業
が
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施

さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
観
点
か
ら
、
次
の
項
目
に

照
ら
し
て
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。 

⑴ 

低
炭
素
水
素
等
供
給
事
業
者
に
よ
る
低
炭
素
水

素
等
供
給
事
業
の
確
実
性
が
高
い
こ
と
。 

⑵ 

低
炭
素
水
素
等
利
用
事
業
者
に
よ
る
低
炭
素
水

素
等
利
用
事
業
の
確
実
性
が
高
い
こ
と
。 

３ 

価
格
差
に
着
目
し
た
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭

素
水
素
等
供
給
等
事
業
の
内
容 

（
新
設
） 

        

１ 

価
格
差
に
着
目
し
た
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭

素
水
素
等
供
給
等
事
業
の
内
容 
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価
格
差
に
着
目
し
た
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭

素
水
素
等
供
給
等
事
業
の
内
容
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

政
策
、
す
な
わ
ち
、
安
全
性
、
安
定
供
給
、
環
境

適
合
性
及
び
経
済
効
率
性
の
観
点
並
び
に
Ｇ
Ｘ
政

策
、
す
な
わ
ち
、
脱
炭
素
化
及
び
産
業
競
争
力
の

強
化
・
経
済
成
長
の
両
立
の
観
点
か
ら
、
次
の
項

目
に
照
ら
し
て
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
⑴
①
、
②
イ
並
び
に
⑵
①
イ
は
価
格
差
に
着

目
し
た
支
援
を
受
け
よ
う
と
す
る
低
炭
素
水
素
等

供
給
等
事
業
計
画
が
必
ず
満
た
す
べ
き
要
件
（
以

下
「
必
須
の
要
件
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

価
格
差
に
着
目
し
た
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭

素
水
素
等
供
給
等
事
業
の
内
容
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

政
策
、
す
な
わ
ち
、
安
全
性
、
安
定
供
給
、
環
境

適
合
性
及
び
経
済
効
率
性
の
観
点
並
び
に
Ｇ
Ｘ
政

策
、
す
な
わ
ち
、
脱
炭
素
化
及
び
産
業
競
争
力
の

強
化
・
経
済
成
長
の
両
立
の
観
点
か
ら
、
次
の
項

目
に
照
ら
し
て
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
⑴
①
、
②
イ
並
び
に
⑵
①
イ
は
価
格
差
に
着

目
し
た
支
援
を
受
け
よ
う
と
す
る
低
炭
素
水
素
等

供
給
等
事
業
計
画
が
必
ず
満
た
す
べ
き
要
件
（
以

下
「
必
須
の
要
件
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 
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⑴ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策 

① 

（
略
） 

② 
安
定
供
給 

イ
～
ハ 
（
略
） 

ニ 

我
が
国
企
業
に
よ
る
上
流
権
益
の
参
入

比
率
が
高
く
、
価
格
が
安
定
し
て
い
る
こ

と
。 

ホ 

低
炭
素
水
素
等
を
輸
入
す
る
相
手
国
の

地
政
学
的
リ
ス
ク
に
対
応
し
て
い
る
こ

と
。 

ヘ 

特
定
の
国
に
依
存
し
な
い
、
強
靱
で
信

⑴ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策 

① 

（
略
） 

② 

安
定
供
給 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

我
が
国
企
業
に
よ
る
上
流
権
益
の
参
入

比
率
が
高
い
こ
と
、
価
格
の
安
定
性
が
高

い
こ
と
。 

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 
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頼
性
の
あ
る
低
炭
素
水
素
等
の
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
を
構
築
す
る
こ
と
。 

③ 
（
略
） 

④ 

経
済
効
率
性 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

我
が
国
企
業
に
よ
る
上
流
権
益
の
参
入

比
率
が
高
く
、
価
格
が
安
定
し
て
い
る
こ

と
。 

⑵ 

（
略
） 

４ 

価
格
差
に
着
目
し
た
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭

素
水
素
等
供
給
等
事
業
の
実
施
方
法 

  

③ 

（
略
） 

④ 

経
済
効
率
性 

イ
～
ハ 

（
略
） 

（
新
設
） 

  

⑵ 

（
略
） 

２ 

価
格
差
に
着
目
し
た
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭

素
水
素
等
供
給
等
事
業
の
実
施
方
法 
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価
格
差
に
着
目
し
た
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭

素
水
素
等
供
給
等
事
業
の
実
施
方
法
は
、
低
炭
素

水
素
等
供
給
等
事
業
が
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ

れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
観
点
か
ら
、
次
の
項
目
に

照
ら
し
て
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。 

⑴ 

低
炭
素
水
素
等
供
給
等
事
業
計
画
の
確
実
性

及
び
妥
当
性 

① 

低
炭
素
水
素
等
供
給
事
業
者
に
よ
る
低
炭

素
水
素
等
供
給
事
業
の
確
実
性
が
高
い
こ

と
。 

②
・
③ 

（
略
） 

価
格
差
に
着
目
し
た
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭

素
水
素
等
供
給
等
事
業
の
実
施
方
法
は
、
低
炭
素

水
素
等
供
給
等
事
業
が
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ

れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
観
点
か
ら
、
次
の
項
目
に

照
ら
し
て
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。 

⑴ 

低
炭
素
水
素
等
供
給
等
事
業
計
画
の
確
実
性

及
び
妥
当
性 

（
新
設
） 

 

 

①
・
② 

（
略
） 
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⑵ 

国
と
低
炭
素
水
素
等
供
給
等
事
業
を
行
い
、

又
は
行
お
う
と
す
る
者
と
の
リ
ス
ク
分
担
の
妥

当
性 フ

ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ス
ク
や
供
給
開
始
リ
ス
ク

へ
の
対
応
の
た
め
、
基
準
価
格
（
低
炭
素
水
素

等
供
給
事
業
者
に
よ
る
低
炭
素
水
素
等
の
供
給

を
継
続
的
に
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
当
該
低

炭
素
水
素
等
の
単
位
量
当
た
り
の
価
格
を
い

う
。
）
及
び
参
照
価
格
（
低
炭
素
水
素
等
利
用

事
業
者
が
既
存
の
原
料
・
燃
料
に
代
替
し
て
低

炭
素
水
素
等
の
利
用
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当

⑵ 

国
と
低
炭
素
水
素
等
供
給
等
事
業
を
行
い
、

又
は
行
お
う
と
す
る
者
と
の
リ
ス
ク
分
担
の
妥

当
性 

① 

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ス
ク
や
供
給
開
始
リ
ス

ク
へ
の
対
応
の
た
め
、
基
準
価
格
（
低
炭
素

水
素
等
供
給
事
業
者
に
よ
る
低
炭
素
水
素
等

の
供
給
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
を
可
能
と
す

る
当
該
低
炭
素
水
素
等
の
単
位
量
当
た
り
の

価
格
を
い
う
。
）
及
び
参
照
価
格
（
低
炭
素

水
素
等
利
用
事
業
者
が
既
存
の
原
料
・
燃
料

に
代
替
し
て
低
炭
素
水
素
等
の
利
用
を
行
う
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該
原
料
・
燃
料
の
単
位
量
当
た
り
の
価
格
を
い

う
。
）
が
、
定
め
ら
れ
た
基
本
的
な
考
え
方
に

基
づ
き
、
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 （
削
る
） 

 

５ 

拠
点
整
備
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭
素
水
素
等

供
給
等
事
業
の
内
容 

拠
点
整
備
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭
素
水
素
等

供
給
等
事
業
の
内
容
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
観

点
及
び
Ｇ
Ｘ
政
策
の
観
点
か
ら
、
次
の
項
目
に
照

場
合
に
お
け
る
当
該
原
料
・
燃
料
の
単
位
量

当
た
り
の
価
格
を
い
う
。
）
が
、
定
め
ら
れ

た
基
本
的
な
考
え
方
に
基
づ
き
、
設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
。 

② 

低
炭
素
水
素
等
を
輸
入
す
る
相
手
国
の
地

政
学
的
リ
ス
ク
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
。 

 

３ 

拠
点
整
備
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭
素
水
素
等

供
給
等
事
業
の
内
容 

拠
点
整
備
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭
素
水
素
等

供
給
等
事
業
の
内
容
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
観

点
及
び
Ｇ
Ｘ
政
策
の
観
点
か
ら
、
次
の
項
目
に
照
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ら
し
て
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
⑴

①
、
②
イ
並
び
に
⑵
①
イ
、
ト
は
拠
点
整
備
支
援

を
受
け
よ
う
と
す
る
低
炭
素
水
素
等
供
給
等
事
業

計
画
が
満
た
す
べ
き
必
須
の
要
件
と
す
る
。
ま

た
、
⑵
①
ル
は
必
須
の
要
件
で
あ
る
と
と
も
に
評

価
項
目
と
し
て
も
用
い
る
。 

⑴ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策 

① 

（
略
） 

② 

安
定
供
給 

イ 

低
炭
素
水
素
等
の
供
給
量
が
水
素
換
算

で
少
な
く
と
も
年
間
一
万
ト
ン
を
超
え
る

ら
し
て
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
⑴

①
、
②
並
び
に
⑵
①
イ
、
ト
は
拠
点
整
備
支
援
を

受
け
よ
う
と
す
る
低
炭
素
水
素
等
供
給
等
事
業
計

画
が
満
た
す
べ
き
必
須
の
要
件
と
す
る
。
ま
た
、

⑵
①
ル
は
必
須
の
要
件
で
あ
る
と
と
も
に
評
価
項

目
と
し
て
も
用
い
る
。 

⑴ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策 

① 

（
略
） 

② 

安
定
供
給 

低
炭
素
水
素
等
の
供
給
量
が
水
素
換
算
で

少
な
く
と
も
年
間
一
万
ト
ン
を
超
え
る
こ
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こ
と
。 

ロ 

発
電
な
ど
に
向
け
大
規
模
に
供
給
す
る

場
合
、
我
が
国
企
業
に
よ
る
上
流
権
益
へ

の
参
入
が
な
さ
れ
て
お
り
、
価
格
が
安
定

し
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

低
炭
素
水
素
等
を
輸
入
す
る
相
手
国
の

地
政
学
的
リ
ス
ク
に
対
応
し
て
い
る
こ

と
。 

ニ 

特
定
の
国
に
依
存
し
な
い
、
強
靱
で
信

頼
性
の
あ
る
低
炭
素
水
素
等
の
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
を
構
築
す
る
こ
と
。 

と
。 

（
新
設
） 

   （
新
設
） 

  （
新
設
） 
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③ 

（
略
） 

④ 

経
済
効
率
性 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

発
電
な
ど
に
向
け
大
規
模
に
供
給
す
る

場
合
、
我
が
国
企
業
に
よ
る
上
流
権
益
へ

の
参
入
が
な
さ
れ
て
お
り
、
価
格
が
安
定

し
て
い
る
こ
と
。 

⑵ 

（
略
） 

６ 

拠
点
整
備
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭
素
水
素
等

供
給
等
事
業
の
実
施
方
法 

拠
点
整
備
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭
素
水
素
等

③ 

（
略
） 

④ 

経
済
効
率
性 

イ
～
ハ 

（
略
） 

（
新
設
） 

   

⑵ 

（
略
） 

４ 

拠
点
整
備
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭
素
水
素
等

供
給
等
事
業
の
実
施
方
法 

拠
点
整
備
支
援
の
対
象
と
な
る
低
炭
素
水
素
等
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供
給
等
事
業
の
実
施
方
法
は
、
低
炭
素
水
素
等
供

給
等
事
業
が
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
こ
と

を
確
認
す
る
観
点
か
ら
、
次
の
項
目
に
照
ら
し
て

評
価
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
⑴
は
必
須
の

要
件
と
す
る
。
ま
た
、
⑵
、
⑶
、
⑹
は
必
須
の
要

件
で
あ
る
と
と
も
に
評
価
項
目
と
し
て
も
用
い

る
。 

⑴
～
⑶ 

（
略
） 

⑷ 

低
炭
素
水
素
等
利
用
事
業
者
に
よ
る
低
炭
素

水
素
等
利
用
事
業
の
確
実
性
が
高
い
こ
と
。 

⑸
～
⑺ 

（
略
） 

供
給
等
事
業
の
実
施
方
法
は
、
低
炭
素
水
素
等
供

給
等
事
業
が
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
こ
と

を
確
認
す
る
観
点
か
ら
、
次
の
項
目
に
照
ら
し
て

評
価
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
⑴
は
必
須
の

要
件
と
す
る
。
ま
た
、
⑵
、
⑶
、
⑸
は
必
須
の
要

件
で
あ
る
と
と
も
に
評
価
項
目
と
し
て
も
用
い

る
。 

⑴
～
⑶ 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

⑷
～
⑹ 

（
略
） 
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三
・
四 

（
略
） 

三
・
四 

（
略
） 

 
 

附 
則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年 

 

月 
 

 

日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
低
炭
素
水
素
等
供
給
等
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利

用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定

の
申
請
が
さ
れ
た
低
炭
素
水
素
等
供
給
等
事
業
計
画
で
あ
っ
て
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
認
定
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が

さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
従
前
の
例
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
法
第
七
条
第
一
項
の
低
炭
素
水
素
等
供
給
等
事
業
計
画
は
、
次

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
法
第
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
認
定
供
給
等
事
業
計
画
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と
み
な
す
。 

（
認
定
供
給
等
事
業
計
画
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
法
第
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
認
定
供
給
等
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
、
変
更
の

指
示
及
び
取
消
し
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。




